
【前提】父親が亡くなり、あなたはその財産を相続することになりました。 

    （すべて「父が亡くなった時点」の状態で下記の判定をしてください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                          

                          

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                     

       

 

 

あなたは日本における居住者（住所または居所あり）ですか？ 

あなたの在留資格はどれですか？ 

A; 別表第一に掲げる在留資格である 
 （投資・教育・経営管理など） 

B; 別表第二に掲げる在留資格である 
（永住者、日本人の配偶者や子など） 

はい 

はい 

父の死亡前 15 年以内において、あなたは 

日本に住所があった期間が合計で 10 年 

を超えていますか？ 

いいえ（A） 

はい 

いいえ 

父は日本国籍を持っていましたか？ 

父は日本に住所がありましたか？ 

はい 

はい 
いいえ 

父は死亡前 10 年以内に 

日本に住所を持っていた 

ことがありましたか？ 
はい 

あなたは日本国籍を 

持っていますか？ 

いいえ 

はい 

父の死亡前 10 年 

以内にあなたは 

日本に住所を 

持っていたこと 

がありましたか？ 
はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい 

いいえ 

父は日本に住所がありましたか？ 

あなたは日本国籍を持っていますか？ 

いいえ 

B(はい) 

父の在留資格はどれですか？ 

A; 別表第一に掲げる在留資格である 
 （投資・教育・経営管理など） 

B; 別表第二に掲げる在留資格である 
（永住者、日本人の配偶者や子など） 

B(はい) 

いいえ（A） 

いいえ 

父は死亡前 10 年以内に日本に住所を 

持っていたことがありましたか？ 

父は死亡前 10 年以内に日本国籍を 

持っていたことがありましたか？ 

はい 

はい いいえ 

なら全世界にある財産に相続税課税、    なら日本国内財産のみ相続税課税です。。 

※但し、財産から負債を差し引いた純財産が「3000 万円＋600 万円✕相続人」以下なら相続税はかからず申告の必要もありません。 

はい いいえ 
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【参考資料２】法務省 HP 

（ <4D6963726F736F667420576F7264202D20323530363230208A4F8D91906C8FAD944E8CB48D658CB4

8BC794BD896694C52D8EA98ED08F4390B32E646F63> (moj.go.jp)） 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


